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第１章 見附台周辺地区土地利用計画－整備方針－の改訂について 

１ はじめに 

 見附台周辺地区は、中心市街地に所在する約２．５ヘクタールの公共用地であり、多く

の公共施設が立地する、市民だけではなく、市外からの来街者にも広く親しまれているエ

リアです。これらの公共施設はかねてから老朽化が著しく、多様化する市民ニーズに応え

られなくなっていることが問題となっています。他方、市民からはまちの活性化に繋がる

賑わいと集客となり得る土地利用への期待が高まっています。 
これらの諸問題に対応するため、平成１８年１２月の「見附台周辺地区土地利用基本構

想」（以下「基本構想」という。）や、平成２０年３月の「見附台周辺地区土地利用基本計

画」（以下「基本計画」という。）を策定するなど、本市では段階的に検討を進め、問題解

決に向け、見附台周辺地区整備事業（以下「整備事業」という。）の推進に努めてきました。 
 平成２４年１０月に策定した「見附台周辺地区土地利用計画―整備方針―」（以下「整備

方針」という。）で条件整理を行った各項目について、平成２５年度に実施した見附台周辺

地区整備事業ＰＦＩ導入可能性調査（以下「ＰＦＩ導入可能性調査」という。）で検証した

ところ、民間活力を導入した整備手法では、市が施設を整備した場合に比べ費用面での財

政圧縮効果は一定量見込めるものの、市の財政に多大な影響を与えることが明らかになり

ました。また、このことを踏まえた検討の結果、主に事業費の縮減及び平塚市民センター

の耐震補強の検討行うことを公表しました。 
「見附台周辺地区土地利用計画－改訂整備方針－」（以下「改訂整備方針」という。）は、

その検討結果を踏まえ、内容の一部を見直し、本事業の実現性を高めるために必要な改訂

を行うものです。 
 
 

 

【見附台周辺地区とＪＲ平塚駅】 
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【見附台周辺地区公共施設現況配置図】 

 
 
          表１ 見附台周辺地区各公共施設敷地面積 

 
 
 

公共施設名 敷地面積

見附台緑地 310 ㎡

崇善公民館 1,012 ㎡

見附台公園 7,293 ㎡

見附台広場 7,821 ㎡

市民センター 3,383 ㎡

市営見附町駐車場 1,483 ㎡

市営錦町駐車場 3,732 ㎡

合　計 25,034 ㎡
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２ 策定の経緯 

（１）見附台周辺地区土地利用基本構想 

市民ニーズの高まりを受け、平成１８年１２月に「基本構想」を策定し、土地利用の基

本理念及び基本方針を定めました。 
 「基本構想」における土地利用の基本理念は、商業地の一角を成すと同時に中心市街地

に残された一定規模の公共用地であるという潜在的可能性と、平塚駅至近の立地特性を活

かし、新たな拠点として市全体の活性化に結び付けるという観点から設定しました。また、

基本理念の実現のため、土地利用の基本方針を６つの視点から設定し、導入機能の概念を

示しました。 
 
 

 
【土地利用の基本理念】 

 
 

 
【基本方針の６つの視点】 

 
 
近隣住民の日常的な利用とあわせ、平塚ならではの情報発信を行う拠点
とすることにより、市内外から広く、定常的に集客を行うことで地区の
賑わい創出を図り、地域の活性化、市全体の活性化に寄与する。 

［賑わい・集客］ 

 
 
駅に至近の立地特性を活か
し、市内外の人が気軽に利
用できる「平塚文化の創造
拠点」として、地域の文化
を育て、人々の心豊かな生
活の実現に寄与するととも
に、新たな交流を創出する。 

［芸術・文化］  
 
中心市街地の立地特性を活
かし、市民のライフスタイ
ルなどにあった分野の行政
機能を付加することで、効
率的に様々な情報やサービ
スの提供を受けることが可
能となるほか、市民の活動
の幅が広がることによるま
ちの活性化を図る。 

［市民サービス］  
 
近隣居住者の活動をサポー
トし、地域コミュニティ形
成の核となる機能を付加す
ることで、地域住民にとっ
ても利便性が高く、日常的
に利用できる開かれた施設
とする。 

［地域コミュニティ］ 

 
 
中心市街地の都市防災力を高めるため、周辺
住民に加え、来街者の一時避難なども考慮し
ておく。 

［防災・安全］  
 
地区内の歴史資源を可能な限り活かしなが
ら、旧東海道沿いの歴史的なまちなみと周辺
住宅地に考慮した空間デザインとして、魅力
を高める。 

［歴史・憩い］ 
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【導入機能の構成イメージ】 

 

（２）見附台周辺地区土地利用基本計画 

基本構想における土地利用の基本理念や基本方針を受け、将来的な社会・経済状況の変

化や市民ニーズへの対応も視野に入れながら、平成２０年３月には「基本計画」を策定し

ました。 
「基本計画」では、導入機能及び機能配置の検討を行い、その中で当該敷地をＡＢＣの

３つのブロックに区分して空間特性を示しました。また、土地利用の方針として６つの項

目を掲げ、併せて事業化に向けて配慮すべき点についてまとめました。この配慮すべき点

の中では民間活力の積極的な導入による効率的・効果的な社会資本の整備や見附台周辺地

区全体の土地利用コーディネートの必要性等について整理を行いました。 
 

 

【基本計画によるブロック構成】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 交通結節機能 

［駅北口・西口］ 

商業機能 

 

公園機能 

歴史・憩い機能 

［旧東海道］ 

［中心商店街］ 

 

芸術・文化 

機能 

 

市民サービス 

機能 

 

 

地域コミュニティ 

機能 

防災・安全機能 

賑わい･集客機能 
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【土地利用の方針６つの項目】 

 

（３）見附台周辺地区土地利用計画―整備方針― 

平成２４年１０月には「基本構想」、「基本計画」の次のステップとして、民間活力の導

入を視野に入れながら、具体的な施設の構成、規模、管理運営手法、事業手法及びスケジ

ュール等を検討し、整備事業を着実に進めるためのより具体的な条件整理を進め、「整備方

針」を策定しました。 
 「整備方針」では、各ブロックの整備方針を定め、スケジュールの概要を示しつつ、事

業手法や財政措置などについての考え方を整理しました。 
 

 
 【整備方針による全体イメージ図】 
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（４）ＰＦＩ導入可能性調査 

「整備方針」のスケジュールに則り、平成２５年度には、ＰＦＩ導入可能性調査を実施

し、「整備方針」で示した条件を元に、民間活力を活用した施設整備の実現性について、広

く調査及び検討を行いました。その結果を受け、平塚市ＰＦＩガイドラインに基づく平塚

市ＰＦＩ導入検討委員会での検討の結果、主に事業採算性から市の財政へ与える負担を重

視し、更なる検証が必要との結論に至り、整備事業の実施が見送られました。 
 
３ 平塚市民センターの使用停止と見附台周辺地区整備事業の今後の方向性 

そこで、平成２６年度は検討の場を庁内２１課の関連所属長で構成する「見附台周辺地

区庁内研究会」（以下「庁内研究会」という。）に移し、様々な角度からの検討を進めまし

た。検討の結果を受け、平成２６年度末には「平塚市民センターの使用停止と見附台周辺

地区整備事業の今後の方向性」（以下「今後の方向性」という。）として公表しました。 
今後の方向性の中では、平塚市民センター（以下「市民センター」という。）のホール

は、耐震診断の結果を受け、耐震補強及び客席上部の特定天井の改修を検討していくこと、

整備事業については、事業費の大幅な縮減が不可欠なことから、複合公共施設のスリム化

など、主に事業費の縮減を目的とした具体的な検討を行うこと、地区内にある崇善公民館

は、老朽化が著しく、安心・安全の観点からリスクが高いことなどの理由で、早期整備が

可能な手法にて先行整備を行い、Ｂブロックをその建設候補地とし、整備にあたり他の公

共施設との合築を検討することの３点を挙げています。 
 
 

 
 

【今後の方向性】 

 
 
平成２７年度以降、この方向性に従い、市民センターの耐震化については、耐震補強設

計を実施し、より詳細な耐震化の検討をおこないました。 
同様に見附台周辺地区整備事業においても、事業手法の検討や導入機能や規模の縮減な

ど、検討の熟度を深め、整備事業を進める上で修正が必要な項目を明らかにするとともに、

実現性を高めるための方策の検討を重ねてきました。 
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４ 事業を取り巻く状況 

（１）本市の現状 

 本市の人口は、平成２８年１月１日現在で２５６，４１０人です。国の将来推計によ

れば、平成２２年度をピークに今後緩やかに減少していきます。平成４２年には２５万

人を割り込み、平成５２年には２３万人を割り込むとしています。３区分年齢構成では、

年少人口、生産年齢人口は既に減少に向かっており、高齢者人口は増加しています。将

来推計では今後この傾向はより顕著になっていくことが読み取れます。 
 

254,633 258,958 260,780 256,410 257,337 251,799 244,313 
235,422 

225,597 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成28年 平成32年 平成37年 平成42年 平成47年 平成52年

人口（人）

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

将 来 推 計 値実 績 値

  図１ 人口構成の推移と構成 

  ※図中、平成１２年～平成２２年は国勢調査結果による。平成２８年は１月１日付推計人口より。また、平成

３２年～平成５２年は国立社会保障・人口問題研究所「日本の市町村別将来推計人口」（Ｈ２５．３）より。 

 
 財政状況について、過去１０年間の本市の決算状況を確認すると、歳入については税収

が平成２０年以降、世界的金融危機等により大幅に減少し、その後も同程度で推移してい

ます。この減収分を補うため、平成２１年度以降は臨時財政対策債を発行しています。ま

た、平成２２年度には１０年ぶりに普通交付税が交付され、その後、平成２７年度まで６

年連続で交付団体となっています。国県支出金は、扶助費の伸びに伴い年々増加を続けて

いるほか、市債と合わせ、投資的経費等の状況に応じ推移しています。 
歳出については、義務的経費のうち人件費は減少傾向、公債費は約５０億円で推移して

います。一方、扶助費は、年々増加傾向にあり、平成２４年度には２００億円を超え、扶

助費の増額分を人件費などの減額分で補っている状態です。また、投資的経費は、約８０

億円前後で推移していましたが、平成２４年度以降は、新庁舎建設事業や環境事業センタ

ー整備事業を実施したことで増加していましたが、平成２７年度では約６８億円となって

おり、以前の水準に戻っています。 
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表２ 過去１０年間の歳入歳出の状況 

 
 

 

 
今後の財政見通しについて、歳入においては、景気が世界的に不安定である中、緩やか

な回復基調にあるものの、法人市民税の一部国税化や、法人実効税率の引き下げなどの税

制改正があり、市税に大幅な伸びを期待することは困難です。これらを踏まえると、今後、

税制改正等の国の動向等による変動の可能性はあるものの、歳入総額は大きく増加するこ

とはない見込みです。 
歳出においては、人件費はほぼ横ばいで推移するものと見込まれますが、扶助費はこれ

まで同様に増加していきます。また、公債費についても、新庁舎建設事業や環境事業セン

ター整備事業などの大型事業に係る市債の元金償還が本格的に始まることから、増加して

いきます。これらに加え、今後は各種インフラ、公共施設の更新時期を迎え、長寿命化等

に係る経費が増加していくことが予想されており、限りある財源を有効に活用するための

「選択と集中」がより一層必要となります。 
本市の財政は、今後も歳出面では扶助費や公債費等の義務的経費が増加し、歳入面では

交付税や起債に頼った財政運営が予想され、状況は厳しさを増すものと予測されることか

ら、投資的経費についても現行の規模の維持が困難となるため、これまで以上に各事業の

推進に対して財源を意識した取り組みが必要となります。 
 
 
 

歳入の状況（過去１０年間）
（単位：百万円、％）

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

42,739 47,145 47,050 43,672 43,231 42,199 42,580 42,879 43,281 42,968

73 51 68 70 1,140 1,392 1,799 1,449 1,104 1,196

うち普通交付税 0 0 0 0 1,022 1,225 1,599 1,316 998 1,091

9,867 10,747 14,978 12,925 16,365 17,038 20,281 16,095 18,241 18,579

3,648 3,218 2,740 5,901 4,009 3,893 7,932 5,540 6,044 4,490

うち臨時財政対策債 2,000 1,000 800 2,940 2,060 2,530 2,300 2,350 2,200 1,710

18,733 16,410 15,531 19,863 14,543 14,107 15,364 17,903 17,523 18,419

75,060 77,571 80,367 82,431 79,288 78,629 87,956 83,866 86,193 85,652

△ 452 2,511 2,796 2,064 △ 3,143 △ 659 9,327 △ 4,090 2,327 △ 541

△ 0.6 3.3 3.6 2.6 △ 3.8 △ 0.8 11.9 △ 4.7 2.8 △ 0.6

※各年別地方財政状況調査（普通会計）による数値

歳入合計

歳入合計　対前年増減額

歳入合計　対前年増減率

項目／年

市税

地方交付税

国県支出金

市債

その他歳入

歳出の状況（過去１０年間）
（単位：百万円、％）

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

33,867 34,677 34,951 35,597 39,292 39,591 39,857 39,456 41,207 41,423

人件費 16,974 16,983 16,372 15,966 15,315 14,777 14,890 14,296 14,817 14,716

扶助費 11,790 12,571 13,072 14,292 18,782 19,849 20,069 20,157 21,326 21,959

公債費 5,103 5,123 5,507 5,339 5,195 4,965 4,898 5,003 5,064 4,748

7,425 8,679 6,683 8,938 7,075 5,942 14,117 9,649 8,641 6,797

9,797 10,372 10,267 10,519 10,552 10,291 11,089 11,252 11,415 12,311

20,912 21,322 20,891 24,167 19,537 18,889 19,115 19,544 20,577 21,327

72,001 75,050 72,792 79,221 76,456 74,713 84,178 79,901 81,840 81,858

△ 1,187 3,049 △ 2,258 6,429 △ 2,765 △ 1,743 9,465 △ 4,277 1,939 18

△ 1.6 4.2 △ 3.0 8.8 △ 3.5 △ 2.3 12.7 △ 5.1 2.4 0.0

47.0 46.2 48.0 44.9 51.4 53.0 47.3 49.4 50.4 50.6

※各年別地方財政状況調査（普通会計）による数値

繰出金

その他歳出

歳出合計

歳出合計　対前年増減額

歳出合計　対前年増減率

義務的経費比率

項目／年

義務的経費

投資的経費
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（２）平塚市公共施設等総合管理計画 

 本市はこれまで、魅力ある平塚としてのまちづくりを進めるため、必要に応じて公共施

設や各種インフラ施設の整備に努めてきました。 
しかし、前項のとおり、人口減少や少子高齢化の進行による社会構造の変化に伴い、税

収の伸び悩み、高齢化等に伴う社会保障費の増大等に加え、今後、高度成長期に建設され

た公共施設やインフラ施設が一斉に更新を迎えるなど、維持・管理に係る多額の費用が見

込まれており、近年の厳しい財政状況の中、新たな施設等の整備、拡充は容易ではない状

況にあります。 
このような状況の中、市民共通の財産である公共施設やインフラ施設について、あり方

の見直しを行い、将来にわたって維持していく必要があることから、公共施設等の全体の

状況を把握し、それらについて長期的な視点と計画性をもって更新・統廃合・長寿命化を

行うことにより、財政負担を軽減・平準化し、将来に渡って持続可能な公共施設等の最適

な管理運営を実現することを目的に、平成２７年１１月に「平塚市公共施設等総合管理計

画」（以下「総合管理計画」という。）を策定しました。 
総合管理計画では、問題解決の具体的手法として、「量」と「質」及び「コスト」の見

直しを挙げています。ここでいう「量」とは保有する公共施設の延床面積の総量であり、

「質」とは公共施設の備える建物や、市民サービス水準としての「質」を指します。また、

それらに起因する「コスト」の見直しを行うことで、財政の平準化を目指しています。 
 

 
図２ 公共施設「量の見直し」 

 
図３ 公共施設「コストの見直し」 

公共施設の最適化

原則１ 施設の質的向上

原則２ 新たな施設建設の抑制

原則３ 床面積の総量縮減

・今後の公共施設は、１つの場所で様々なサービスが提供できる体制を目指します。

・既存施設の更新や大規模改修等を実施する際は、環境に対する性能向上やバリアフリーに関する

配慮等に積極的に取り組みます。

・新たな機能を持った施設は、原則として建設しません。

・既存施設の長寿命化を図り、更新時期の平準化を図ります。

・既存施設を更新整備する際は、他の既存施設との複合化等を検討します。

・床面積を指標として、公共施設の延床面積の縮減に取り組みます。

・新規施設整備の際は、既存施設の廃止、縮小をセットで考えます。

・公共施設の統合や廃止を行う場合には、これまで提供されていたサービス機能の維持や保管等が

図れるように検討します。

コストの見直し

・利用率の把握と利用率

の向上

・他の市民サービスとの

複合化

・他用途への転用

施設の有効活用

・経費削減に有効な事例

の共有化

・包括的な一括契約等の

研究、検討

経費の適正化

・長寿命化によるライフ

サイクルコストの圧縮

・計画的な修繕による長

期的な修繕経費の把握

ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄの圧縮
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第２章 改訂整備方針 

１ 改訂の考え方 

 整備方針の改訂にあたり、これまでに策定した基本構想や基本計画で掲げている、土地

利用の基本理念や基本方針、導入機能のイメージなどについては修正を行わず、引き続き

目指していくものとします。 
整備方針の策定までに示した基本理念や基本方針などは、現在においても通用する考え

方を盛り込んだものとなっています。しかし、変化する社会情勢、厳しい財政状況などの

影響により、整備方針に沿った内容通りには事業を展開できず、目指した目標を達成でき

なかったという面があります。このため、今回の改訂整備方針では、市内外から多くの人

が集まる複合交流拠点、定常的に集客があり、地区の賑わい創出を図る等の事業について、

実現性の高さに重点を置き、その内容を見直すこととしました。 
 整備事業を推進する上では、積極的な財源の確保や事業手法の徹底した検討・検証等の

事業の見直しを進めるとともに、限られた財源の中で最大限の効果を生み出すため、従来

の発想に捉われず、効率的・効果的な事業展開を図っていく必要があります。 
整備方針の改訂は、下図に示すとおり、「今後の方向性」を踏まえ、「見附台周辺地区土

地利用計画－改訂整備方針－」（以下、「改訂整備方針」という。）においては、総合管理計

画の考え方、「民間活力の積極的活用による効率化」を積極的に導入します。また、運営コ

ストについても従来方式を見直し、長期的な視野に立った効果・効率が見込める方式を検

討し、規模や整備手法の見直しを行います。さらに、市民センター耐震補強設計の結果得

られたコストや設備の更新について、メリット・デメリットを整理したうえでスケジュー

ルを示し、整備方針の改訂を行います。 
 
 

 
 図４ 改訂の考え方 
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２ 市民センターの耐震化 

（１）耐震診断について 

市民センターは、平成２５年１１月の「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（以下、

「耐震改修促進法」という。）の改正を受け、耐震診断の実施が義務付けられる基準に達し

ていないながらも、利用者の安心・安全を重要視し、平成２６年度に耐震診断を実施しま

した。その結果、市民センターにおいて、地震で倒壊する危険性の高い部分があること、

ホール客席上部の特定天井も耐震性能を満たしていないことなどが判明しました。 
この結果を受け、平成２７年３月に「今後の方向性」において公表するとともに、平成

２７年４月にはホールの使用を停止しました。 
 
（２）耐震化の検討について 

市民センターの耐震化の検討を進める上で、ホールの使用再開に必要な耐震補強内容の

詳細を確認するため、平成２７年７月から平成２８年７月の期間、耐震補強工事及びホー

ル客席上部の特定天井の改修に係る耐震補強設計を実施しました。その結果、以下に示す

項目が判明しました。 
 
○建物全体、またゾーニング（事務所棟部分、ホールの客席部分、ロビー部分等の部分ご

と）でのＩｓ値を、安全性ありと判定できる０．６以上を確保するためには、 

・建物の耐震性を確保するため、壁・柱・床などへの９９か所の補強を要する。 

・ホール上部の特定天井は、既存の吊天井から、構造体への直接天井を取り付ける直天井

への全面改修を要する。 

・工事期間は約１０ケ月を要する。 

・工事金額は必要最小限の改修であっても、約５億円を要する。 

・老朽化が著しい電気や衛生等の設備は、設備関係業者への再確認から改修を要する可能

性が高い 

以上が必要となる。 

※Ｉｓ値とは、耐震改修促進法に規定する耐震指標であり、０．６以上あれば、地震発生

時の倒壊、または崩壊の危険性が低いとされています。 

 
（３）耐震化に向けた課題 

 耐震補強工事及びホール客席上部の特定天井の改修に係る耐震補強設計の結果を受け、

耐震補強工事実施によるホール再開の可能性の検討を行いました。 
主な課題としては、耐震補強工事を行った場合、耐震性を確保するために約５億円の経

費が必要となること、ホール舞台上の照明や幕等の吊物の落下防止対策が、ホール再開ま

でに必要なことや、既に老朽化が著しい電気・衛生等の様々な設備について、今後耐震補

強工事を上回る費用の改修が必要となることが予想されます。 
また、バリアフリー機能やユニバーサルデザインなど、現代の公共施設に必要な機能を

備えることができません。 
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３ 各ブロックの整備計画 

（１）Ａ・Ｃブロック共通 

① 施設計画 
  文化の創造拠点として、ホール機能を備えた公共施設（以下「（仮称）新文化センター」

という。）を整備するとともに、中心商業地の活性化、回遊性、賑わい創出のため、商

業・業務等施設を誘致します。さらに、既存の公園・緑地機能を高め、各施設が一体と

なった魅力ある空間を創出し、見附台周辺地区全体の利便性を高めます。 
  なお、上記の施設整備に当たっては、土地利用の基本理念、基本方針等を踏まえ、周

辺環境に配慮しつつ、事業者の自由な発想に委ねます。 
 
② 導入機能 
ａ （仮称）新文化センター 
（仮称）新文化センターは、大ホールを中心として、コンパクトで使いやすさに配慮

し、子どもや若者を始めとして、幅広い年齢層を対象とした文化芸術活動の支援、賑わ

いを創出するスペースなどの機能や設備を備え、優れた芸術鑑賞機会や活動発表の場の

提供、活動団体の支援や育成など、市民が誇れる芸術文化施設を目指します。 
（仮称）新文化センター基本構想の理念、施設の使命を踏まえつつ、効果的な施設運

用を念頭に機能・諸室を活かし、将来的な維持管理コストなど、費用対効果を踏まえた

整備を行います。 
【ホール】 
（仮称）新文化センターの大ホールは、クラシック音楽をはじめ、演劇やダンスなど、

幅広いジャンルに対応し、特に音響や舞台・舞台袖の広さといった基本性能を重視した

ホールとし、客席数は１０００席程度を基本とします。そのほか、楽屋やリハーサル室

など、利用者に配慮した使いやすい諸室・機能を備えます。 
 【文化活動支援】 

幅広い創作活動や発表会などに対応し、併せて大ホール公演時には楽屋としても利用

可能な多目的スペース、練習室、会議室を整備します。 
 【文化情報の発信と交流や賑わい創出】 

自由に往来可能なスペースとして、本市の地域文化である「囲碁」や「七夕」等の紹

介、ミニコンサートなどのイベントにより市民の賑わいや交流を創出します。 
【防災機能】 
整備事業の進捗に伴い、平塚市地域防災計画等にその役割を位置づけます。 

 【ユニバーサルデザイン】 
子育て中の利用者、障がい者、高齢者など、誰もが安心して利用できる機能の充実を

図ります。 
 ※各機能の規模は、今後整備事業を進めていく中で精査し、事業費の縮減等に留意しな

がら運用面も含めてさらに検討をします。 
 ※上記以外の機能・活用については事業者の提案によります。 
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ｂ 公園・緑地 
見附台公園は現有規模（７，２９３㎡）を確保し、近隣公園としての機能整備を図り

ます。 
  見附台緑地は現在の位置・規模（３１０㎡）での配置とします。また、保全樹である

「くすのき」は保存します。 
  ＣブロックにＢブロックの江戸見附緑地と対になる江戸見附緑地を新設します。 
  防災機能は、災害時の一時避難所としての機能を確保します。 
 
ｃ 商業・業務等施設 

  商業・業務施設の他、全体の構成、具体の内容は事業者の提案によります。 
（例：保健・介護系施設、居住施設、宿泊施設など） 
なお、業種等については、近隣住民の日常的な利用とあわせ、定常的に集客の見込め

るものとします。また、施設整備においては、高度利用を検討します。 
 
ｄ 周辺道路 

  周辺道路の付け替えは、各施設の動線を考慮しながら、事業者の提案する施設配置に

より最適な配置を行います。 
 
ｅ 駐車場 
興業等主催者及び障がい者用の駐車場として、近隣の駐車場の整備状況を考慮しなが

ら必要な台数分を設けます。 
規模については、事業者の提案により公共施設及び商業・業務等施設に必要な台数分

を確保します。 
 
ｆ 駐輪場・レンタサイクル 
各施設の低層部に駐輪場（バイク、自転車）を設けます。 
駐輪場は、自転車利用者の動線に配慮した配置とします。 
レンタサイクル施設を整備します。ただし、レンタサイクル施設機能の導入は、見附

台周辺地区単独での整備は効果が薄いため、市内各観光拠点等のレンタサイクル機能の

拡充に合わせて進めます。 
 
ｇ 駅西口からの連続性の確保 

  ＪＲ平塚駅西口からのアプローチ動線として、歩行者等の安心・安全な移動に配慮の

上、市道錦町１号線（旧引込線跡地）を活かし、連続性を持たせます。 
 
ｈ 環境配慮型施設  

  各施設については、高効率な省エネルギー設備・機器（燃料電池、コージェネレーシ

ョン等）、太陽光発電、屋上・壁面等の緑化、電気自動車及びバイク用充電スタンドを

設置する等、環境に配慮したものとします。 
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 ｉ 景観配慮型施設 
各施設については、景観重点区域（歴史軸）の景観づくりに十分配慮します。 

 
ｊ その他 

  各施設については、バリアフリー化に積極的に取り組み、耐震不燃化等の都市防災環

境整備を図ります。 
  円滑で安全な歩行者空間に配慮します。 
  各施設については、情報通信技術を活用します。 
  現崇善公民館は、解体し記録保存とします。 
 
（２）Ｂブロック 

 ① 施設計画 
  崇善公民館と市民活動センターを複合化し、（仮称）新文化センターに先行して早期整

備が可能な手法で整備を行います。 
整備に際しては単なる合築ではなく、総合管理計画の考え方に基づき、延床面積の縮

減に努めた整備を行います。また、管理運営についても、より効率的な運用を検討する

など、量、質、コストの見直しに努めます。 
 
 ② 導入機能 
 ａ 崇善公民館機能 
 ｂ 市民活動センター機能 
 ｃ 江戸見附緑地 
 
③ 今後のスケジュールについて 

 

 

 
 
 
 
 
 

年度 内　　　容

平成29年度
（2017年度）

・事前調整～事業者選考～設計

平成30年度
（2018年度）

・建設工事

平成31年度
（2019年度）

・供用開始（目標）
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４ 事業実現の方策 

（１）事業手法について 

①ＰＰＰ（Public Private Partnership） 
  ＰＰＰとは、官民連携などと訳され、行政、民間（企業）、市民（NPO等）などが多
種多様な連携・協力によって、より良い公共サービスを提供していく仕組みです。多種

多様化する市民ニーズへの対応や、行政の財政状況の悪化に対応するため、公共サービ

スの提供に民間や市民のノウハウを活用する手法として近年特に必要性が高まってい

ます。 
公共施設の整備手法においては、設計、施工、運営・維持管理段階での民間活力導入

手法が検討され、図６に示すＰＦＩ方式を始めとした様々な手法による整備が実施され

ています。 
現在、これらの手法はいずれも十分な民間市場が存在し、良好な競争環境が築けてい

ることから、全国の自治体においても同様の先行事例が数多く見受けられます。 
よって、現在の厳しい財政状況の中、民間ノウハウを最大限に引き出すことで整備に

係るコストや整備後の施設サービスの向上や運営コストの縮減効果が期待できます。 
 
②ＰＲＥ（Public Real Estate） 

  ＰＲＥとは公的不動産と訳され、公的不動産の有効活用は、全国の不動産のうち約４

分の１を占める行政が保有する不動産を有効活用することで、急速な人口減少・少子高

齢化に伴う悪化が予想される財政に対して、今後表面化していく公共施設等の老朽化問

題を解決するための施策のひとつとして、公有地を活用し、不足する商業施設や医療施

設等の民間生活サービス機能を整備していく手法とされます。 
  本整備事業においては、借地借家法に基づく定期借地権の活用を始めとした手法を検

討し、商業施設を始めとした民間収益施設の整備に向けた導入手法を選択します。 
 

 
図５ 定期借地権方式の種別 

 
（２）事業手法の選定について 

 事業手法の選定については、ＰＰＰ・ＰＲＥ等の民間活力の導入手法や公的不動産の有

効活用を十分に検討したうえで、特に民間のノウハウ等が最大の効率を発揮する手法を採

用します。 
 既に述べたとおり、民間活力の導入手法には、ＰＦＩ方式を始め様々な手法が存在しま

定期借地権

（短期型） （長期型） （一般型）

借地借家法 借地借家法 借地借家法 借地借家法 借地借家法

第23条2 第23条1 第22条 第24条 （左記以外）

10年以上 30年以上 主契約による

30年未満 50年未満
※建物譲渡設定後
　30年以上

制限無し
※住居用建物は適用できない

存続期間 50年以上 30年以上

借地借家法に基づく公有財産(普通財産)の貸付け(借地権)

定期借地権

普通借地権事業用定期借地権 建物譲渡特約
付借地権

根拠条文

事業の用に供する建物に限る
利用目的 制限無し 制限無し
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すが、その手法によって得られる効果も差があります。その中で民間事業者の持つ独自の

創意工夫が、行政の側の持つノウハウと高い相乗効果を現す手法として挙げられるものに

ＰＰＰとＰＲＥを組み合わせたものがあります。ＰＰＰとＰＲＥのそれぞれの手法は互い

に矛盾するものではなく、事業の組み立て方により公的負担を軽減することが可能となり

ます。 
 

 
図６ ＰＰＰ／ＰＦＩの事業類型 

 
以上のことから、事業費用の大幅な縮減が見込める手法である「公的不動産（ＰＲＥ）

の有効活用等の民間提案活用型ＰＰＰ事業」を本整備事業のＡ・Ｃブロック整備の事業手

法とします。 
今後の事業展開においては、各種整理した諸条件を元に十分な検討を続け、専門性を交

えた詳細な検証作業を行い、事業の採算性などを確認し、事業実施に向けた取り組みを進

めます。ただし、整備の内容、施設の規模等により公費負担が増減する場合があり、詳細

は今後の検討によります。また、整備事業用地に必要な定期借地権を設定し、事業者が公

共施設を設計、建設を行います。さらに、事業者が施設を所有しながら本施設全体の維持

管理、運営を行います。 
 

 
 図７ 公的不動産（ＰＲＥ）の有効活用等の民間提案活用型ＰＰＰ事業の例 

民間事業者の創意工夫・相乗効果

高低

延べ払い型ＰＦＩ事業

（従来型PFI）
※PFI導入可能性調査

実施時の選択手法

公共施設等運営権制度

活用型ＰＦＩ事業

収益施設の併設など利用

料金等での収益回収型

ＰＦＩ事業

公的不動産（PRE）の

有効活用など民間提案

活用型ＰＰＰ事業

100％公的負担
建設費が対価を上回る

場合、差額が公的負担

関連事業からの収入に

より、公的負担を軽減

民間施設の収益により、

公的負担を減らすことが

可能

公 有 地

公共施設 民間収益施設

設計・建設・運営

事業者民間収益施設

からの収入
行政

民間収益施設

用地の地代

公共施設

整備費用

公共施設も民間提案
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５ 整備方針の具現化に向けた方向性 

 整備方針を改訂するにあたり、市民センターの耐震化と整備事業を比較し、整備方針の

具現化に向けた方向性を示します。 

・市民センター耐震化のメリット・デメリット 

 市民センターの耐震化は、事業費用が建て替えに比べ安価に済むこと、耐震補強工事の

実施期間のみホールを停止するため、ホール使用停止期間が比較的短期で済むことなどの

メリットがあります。 
他方、ホールの使用再開には、舞台上の吊物の落下防止対策が必要な上に、老朽化が著

しい電気・衛生等の様々な設備の更新など、今後も多額な改修費用が想定されます。さら

に、建物の耐震性が確保されても、バリアフリー機能やユニバーサルデザインなどが図れ

ません。また、施設の早期再開による一定の効果は見込まれますが、見附台周辺地区の土

地利用の変化はなく、地域経済への波及効果は従来通りで、市民の満足度に繋がりません。 

・整備事業のメリット・デメリット 

 一方、整備事業を進める場合、（仮称）新文化センター整備による集客力アップのほか、

商業・業務等の施設や公園を一体で整備することで、地域の賑わいの創出や市全体への活

性化に繋がり、経済への波及効果が高まります。また、民間活力の導入により、公費負担

が大幅に削減できることが見込まれるとともに、老朽化した各公共施設が最新の設備や機

能を備え、新たなホールが整備できることで収益性も高まり、費用対効果は高く、施設利

用者の満足度の向上に寄与します。さらに、バリアフリー化及びユニバーサルデザインが

導入され、誰もが利用しやすい施設になります。 
 反面、整備事業の実施により、要求水準書の策定や、施設の設計・整備に４か年を要し、

長期間ホールの使用ができなくなります。また、規模や設備の内容によっては多額の公費

負担が必要となることや、ホールの規模の縮小に伴い、従来通りの利用方法が難しくなる

場合があります。 
・以上のことから、市民センターの耐震化に比べ、整備事業を進めることによる市民満足

度の向上、最新の設備や機能を備えた施設が地域に与える経済効果や費用対効果などを考

慮し、今後は市民センターの耐震化は実施せず、整備事業を進めることとします。 

 

図８ 耐震化と整備事業のメリット・デメリット 

＞

・中心市街地の活性化を早期に実現

・民間活力による公費負担の軽減

・公共施設の老朽化問題の解決

・賑わいの創出による市民満足度向上

・バリアフリー化等への対応が可能

メリット

・整備の内容により公費負担が発生

・長期間ホールが利用できない

・一部の公共施設は規模が変更

デメリット

整備事業実施の効果

・総事業費が建て替えより安価

・利用停止期間が比較的短期

メリット

・舞台上の吊物の落下防止対策が必要

・老朽化が著しい電気設備等の更新

・バリアフリー化・ユニバーサルデザ

イン化に対応できない

デメリット

市民センター耐震化の効果
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６ 今後のスケジュールについて 

 今後のスケジュールについては、おおむね以下のとおりです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 内　　　容

平成28年度
（2016年度）

・「改訂整備方針」策定

平成29年度
（2017年度）

・土地利用、事業手法の検証作業
・実施方針策定（要求水準策定）

平成30年度
（2018年度）

・整備事業者募集～選考作業～事業者決定～契約締結
・公共・民間施設部分設計

平成31年度
（2019年度）
平成32年度
（2020年度）

平成33年度
（2021年度）

・供用開始（目標）

・公共・民間施設部分設計～建設工事
・運営方針策定～開設準備



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


